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が寄せられています。 

 

3.利用者の状態変化に対応できるケアマネジメントが必要です 

ケアマネジャーの標準担当件数が一定件数を超えた場合には介護報酬の逓減がありますが、

40 件を１件でも越えると全件が減額されるしくみでは、利用者の状態変化や入退院、施設入所

などに対応できません。それだけでなく、ケアマネジャーの急な退職など、月の請求件数の予測

が難しいなかで、事業所運営もなりたたないとの声が寄せられています。適用件数を１件でも越

えると全件が減額されるしくみから、標準担当件数を超えた件数のみを減額対象に変更するなど

の検討が必要と考えます。 

 

4.継続的なケアマネジメントの実現が必要です 

介護予防創設以来、認定が「要介護」と「要支援」の間を繰り返し行き来する利用者では、そ

のたびにケアマネジメント担当が、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所に替わります。

利用者にとって納得のいくケアプランはケアマネジャーとの時間をかけた信頼関係によって作

られるにもかかわらず、頻繁な交替に疲労するとの声が寄せられています。また、予防給付と介

護給付の変更毎に契約などの事務作業が膨大です。要支援者、要介護者に関わらず、継続的なケ

アマネジメントできるよう、ケアプラン作成支援者は利用者が選択できるようにしてください。 

 

5.利用者が安心して在宅に戻ることを支援できるしくみが必要です 

  現在の居宅介護支援では、介護保険サービスの利用がないと、介護報酬上の評価がありません。

たとえば医療機関の退院や介護保険施設退所の支援で、退院・退所できなくなる場合など、評価

がないのです。医療機関や介護保険施設には退院・退所前後の訪問相談援助や指導への加算、退

院・退所時の相談援助や情報提供への加算、退所前連携加算などが設けられています。また、

2008（平成 20）年度の診療報酬改訂では、「退院時における円滑な情報共有や支援の評価」と

して「退院調整加算」が新設されたとのことです。退院・退所の調整は、医療機関・施設と在宅

を支えるケアマネジャー双方に加算があってこそ、介護と医療のスムーズな連携が実現し、利用

者は安心して在宅復帰することができます。介護保険サービスの利用がない月であっても、ケア

マネジャーによる在宅復帰支援に報酬上の評価をして欲しいと考えます。 

 

6.努力している事業所に対する評価が必要です。 

  特定事業所加算は、要介護３以上の利用者が６割以上で、介護予防支援を提供していない場合

に対象とされていますが、実際に特定事業所加算を算定している事業所は２％に過ぎません。ま

た、要介護度により特定加算をつけることは、居宅介護支援事業所が利用者を選別する動機にな

ることも懸念されます。利用者の要介護度にもとづく加算条件について再検討が必要と考えます。 

 

7.施設サービスにおけるケアマネジメントの再検討が必要です 

  在宅サービスだけでなく、施設サービス、グループホームなど居住系サービスでもケアマネジ

ャーが配置されていますが、電話相談事例などでは、利用者、介護家族の多くが施設ケアマネジ

ャーの存在を知らないという状況があります。施設におけるケアマネジメントについて、その役

割を明確にするとともに、質の向上のために再検討が必要と考えます。 

以上 




